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定期監査結果に基づく措置について（公表） 

 

 

令和５年６月２日付けで公表した令和４年度定期監査結果に基づき、 

大館市長より措置を講じた旨通知があったので、次のとおり公表します。 

 



【令和４年度定期監査に関する措置状況（令和５年１０月３日公表）】

措置内容
（所管課）

措置通知日

（備品購入について）

　執行伺額が10万円以上の備品の発注は、
原則として契約検査課が行うことになってい
るため、10万円以上の執行伺については契
約検査課の合議が必要である旨留意された
い。

　今後、備品購入の際には、発注業務
を適正に行う。

8月30日

（公金の収納業務委託契約について）

　令和３年度定期監査で「休日夜間急患セン
ター医事業務における公金収納業務委託に
ついて、令和3年10月に更新契約が行われ
た際に、地方自治法施行令第158条で定め
る委託業者の告示及び業者に対する収入事
務受託者証の交付が行われていなかったの
で、適正に事務処理されたい。」と指摘した。
　その後、業者に対する収入事務受託者証
の交付のみ行われ、委託業者の告示は行わ
れていなかったので、適正に事務処理された
い。

　 次回の休日夜間急患センター医事
業務の契約更新の際には、委託業者
の告示と収入事務受託者証の交付を
適正に行う。

8月30日
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